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令和５年２月１１日に一般県道平原五條線（小島工区）が完成供用となります。
一般県道平原五條線は、吉野郡下市町平原を起点とし、五條市へ至る延長約

１０ｋｍの道路です。
当該道路に併走し、緊急輸送道路である一般国道１６８号では、災害で被災し

通行止めが発生した際、広域的な迂回が生じている状況です。
本工区を整備することにより、災害で被災し通行止め等が発生した際に、迂回

路(リダンダンシー)として確保され、迅速な避難・救助活動の確保に寄与します。
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「奈良県道路網図（R3JHｓ632）を転載」
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